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● 求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講し、
再就職、転職、スキルアップを目指す制度

● 雇用保険と生活保護の間をつなぐ第２のセーフティネットとして、離職して収入がない者を主な対象としているが、収入が一
定額以下の場合は、在職中に給付金を受給しながら、訓練を受講できる

● 支給要件を満たさず給付金を受給できない場合であっても、無料の職業訓練を受講できる

求職者支援制度及び特例措置の概要

給付金の
本人収入要件

月８万円以下 → シフト制で働く方などは月12万円以下
※ シフト制で働く方などが働きながら訓練を受講しやすくする

給付金の
世帯収入要件

月25万円以下 → 月40万円以下
※ 配偶者や親と同居している非正規雇用労働者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講しやすくする

給付金の
出 席 要 件

病気などの証明できるやむを得ない理由の欠席を訓練実施日の２割まで認める
→ 理由によらず欠席を訓練実施日の２割まで認める

※ 子供のぐずりなどの証明できない理由で訓練を欠席せざるを得ない育児中の女性などが、訓練を受講しやすくする
※ 病気や仕事などのやむを得ない理由の欠席は給付金を減額せずに支給し、それ以外の欠席は給付金を日割りで減額

訓 練 対 象 者
再就職や転職を目指す者 → 転職せずに働きながらスキルアップを目指す者を加える
※ 働きながら訓練を受講して正社員転換などを目指す非正規雇用労働者の方などの訓練受講を推進する

訓 練 基 準
訓練期間：２か月から６か月 → ２週間から６か月
訓練時間：月100時間以上 → 月60時間以上
※ 働きながら受講しやすく短い期間、時間の訓練コースを設定する。併せてオンライン訓練の設定を促進する

〇 コロナ禍で講じている特例措置（令和５年３月末までの時限措置）

※ 給付金の本人収入要件と訓練基準の特例措置は令和３年２月25日より適用。その他の特例措置は令和３年12月21日より適用



ハローワークにおける調査の概要

〇 職業訓練受講給付金の特例措置の活用状況を把握するため、全国のハローワークにおいて
以下の調査を実施。

【調査１】訓練受講者に対する調査
・雇用保険受給者以外の者に対して、訓練受講開始から概ね１か月後の時点で、在職状況や
特例措置の適用状況等をアンケートにより調査
（調査対象）求職者支援法に基づく支援指示により求職者支援訓練又は公共職業訓練を受講する者

のうち、初回の指定来所日が令和４年６月20日から同年７月15日までの者
（調査方法）訓練受講者が調査票に記入・提出（特例措置の適用状況はハローワーク職員が記入）
（回答数） 2,299件

【調査２】訓練受講に至らなかった者についての調査
・職業訓練の受講希望者のうち、受講申込みに至らなかった者について、受講申込みに至ら
なかった理由等を調査
（調査対象）令和４年６月20日から同年７月15日までに訓練相談を行った求職者支援訓練又は公共

職業訓練の受講希望者（雇用保険被保険者及び受給資格者を除く）で、受講申込みに
至らなかった者

（調査方法）ハローワーク職員が調査票に記入
（回答数） 1,792件
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【調査１】訓練受講者に対する調査 訓練受講者の属性・状況

〇 訓練受講者の７割が女性。
〇 年齢は20歳台が最も多いが、30歳台以上も幅広い年齢の者が受講している。
〇 40歳台が最も女性の割合が多い。
〇 育児・介護をしながら訓練を受講している者の割合は 8.2％（このうち女性が90.8％）。

39.7% 33.9% 28.1% 24.7% 28.7% 31.5%
52.9%

30.5%

60.3% 66.1% 71.9% 75.3% 71.3% 68.5%
47.1%

69.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
男女比（年齢別）（N=2,262）

男性 女性

8.2% 91.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育児・介護の状況（N=2,299）
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働きながら訓練を受講している者の割合
（N=2,299）

働いている 働いていない

〇 働きながら訓練を受講している者の割合は 15.0％で、20歳台以下に多い。
〇 就労日数は週３日程度以内が大半。
〇 就労時間は週10時間未満と10時間以上20時間未満が同程度。
〇 就労による収入が月６万円未満の者が４分の３。

【調査１】訓練受講者に対する調査 働きながら訓練を受講している者の状況
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【調査１】訓練受講者に対する調査 訓練受講の目的

〇 訓練受講の目的は「未経験の職種に転職・就職するために新たなスキルを習得したい」が最も多
く、その割合は働いている者のほうが高い。

〇 年齢層が高くなると、「経験のある職種で就職・転職するためにさらにスキルアップしたい」の割
合が高くなる。
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訓練受講の目的（N=2,299）
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未経験の職種に就職・転職するために新たなスキルを習得したい

経験のある職種で就職・転職するためにさらにスキルアップしたい

仕事を辞めてからブランクがあるため新たなスキルを習得してから
働き始めたい
現在の職場で働き続けるつもりだが、昇給や正規雇用等をめざして
スキルアップしたい
その他・あてはまるものはない



【調査１】訓練受講者に対する調査 特例措置の適用状況①

〇 訓練受講者の15.6％がいずれかの特例措置を利用。
〇 世帯収入要件の特例措置が最も利用されている。

【職業訓練受講給付金の特例措置】
① 本人収入要件 （シフト制の者等について月８万円以下→月12万円以下）
② 世帯収入要件 （月25万円以下→月40万円以下）
③ 出席要件 （やむを得ない理由以外の欠席を２割まで認める）
④ 出席要件 （仕事のための欠席をやむを得ない理由による欠席と認める）
⑤ 訓練対象者 （転職を目指さない者も対象とする）

（注）今回の調査における「⑤訓練対象者の特例措置」の適用件数は０件。
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【調査１】訓練受講者に対する調査 特例措置の適用状況②（収入要件）

〇 働いている者の13.7％が本人収入要件の特例措置を利用。
〇 １か月の収入が６～９万円の者の30.4％、９～12万円の者の50.0％が本人収入要件の特例措置を利
用している。

〇 働いている者の11.9％、育児中の者の23.5％が世帯収入要件の特例措置を利用。
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（N=337）
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世帯収入要件の適用割合
（就労・育児の状況別）（N=2,299）
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（注）「働いている者の中での適用
割合」及び「働いていない者
の中での適用割合」をそれぞ
れ示したもの。

（注）「育児中の者の中での適用
割合」及び「育児中でない
者の中での適用割合」をそ
れぞれ示したもの。

（注）働いている者のうち、それぞれの収入を得ている者の中での適用
割合を示したもの。



【調査１】訓練受講者に対する調査 特例措置の適用状況③（出席要件）

〇 育児中の者の7.8％が「出席要件の特例（やむを得ない理由以外の欠席）」を利用。
〇 働いている者の「出席要件の特例（仕事のための欠席）」の利用割合は3.2％。
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（就労・育児の状況別）（N=2,299）

出席要件特例（仕事のための欠席）の適用割合
（働いている者に占める割合）（N=344）

（注）「働いている者の中での適用
割合」及び「働いていない者
の中での適用割合」をそれぞ
れ示したもの。

（注）「育児中の者の中での適用
割合」及び「育児中でない
者の中での適用割合」をそ
れぞれ示したもの。

（注）それぞれの就労日数で働いている者の中での適用割合を示
したもの。



【調査２】訓練受講に至らなかった者についての調査①

〇 訓練を受講しない理由は、「毎日通所することが困難」「就職を優先したい」「受講したい分野の
訓練がない」「給付金の対象外であるため」が上位。

〇 育児中の者については、通所が困難であることを理由とする者が多い。

0% 10% 20% 30%

平日に毎日通所することが困難
就職を優先したい

受講したい分野の職業訓練がない
給付金（月10万円）の対象外であるため

訓練期間が長すぎる
実施施設の場所が遠く地理的に通所することが困難
訓練時間が生活の都合に合わず通所することが困難

育児等の理由で通所することが困難
受講開始までの時間が長すぎる

就職や転職の予定はあるが、訓練を受ける必要性を感じない
就職や転職の予定がなく、訓練を受ける必要がない

訓練内容のレベルが高すぎる
選考試験に合格する自信が無い
訓練内容のレベルが低すぎる

介護等の理由で通所することが困難
家族に反対されたため

通所にも費用がかかるが、通所手当が出ないため
新型コロナウイルスに感染するリスクがあるため

給付金（月10万円）が少ないため
教科書代がかかるため
訓練期間が短すぎる

訓練を受講しない理由（就労状況別）
（N=1,661）

働いている 働いていない
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平日に毎日通所することが困難

訓練時間が生活の都合に合わず通所することが困難

就職を優先したい

実施施設の場所が遠く地理的に通所することが困難

給付金（月10万円）の対象外であるため

受講したい分野の職業訓練がない

訓練期間が長すぎる

家族に反対されたため

就職や転職の予定がなく、訓練を受ける必要がない

受講開始までの時間が長すぎる

就職や転職の予定はあるが、訓練を受ける必要性を感じない

訓練内容のレベルが高すぎる

選考試験に合格する自信が無い

新型コロナウイルスに感染するリスクがあるため

通所にも費用がかかるが、通所手当が出ないため

給付金（月10万円）が少ないため

教科書代がかかるため

訓練を受講しない理由（育児中の者）
（N=254）
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【調査２】訓練受講に至らなかった者についての調査②

〇 年齢層が上がると、訓練を受講しない理由として「平日に毎日通所することが困難」をあげる者の
割合が高くなる。

〇 「就職を優先したい」「受講したい分野の職業訓練がない」を理由とする者は、年齢層が低い方が
割合が高い。
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（参考）求職者支援制度の特例措置の適用件数

令和3年
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和4年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 ７月 ８月 9月 令和４年度計

本人収入要件 2 10 20 22 27 29 41 39 36 45 56 69 72 52 78 75 76 69 88 438

世帯収入要件 0 24 142 233 186 292 305 313 369 406 1,871

出席要件(やむを得な
い理由以外の欠席) 1 159 396 489 476 561 627 658 721 710 3,753

出席要件（仕事のため
の欠席） 1 3 0 2 4 4 2 3 2 2 5 12 17 13 9 15 13 8 14 72

訓練対象者の特例 0 7 5 5 2 0 1 1 1 2 7

訓練受講給付金支給件数 4,715 3,688 4,037 4,152 4,506 4,457 4,442 4,598 4,604 4,614 4,893 4,876 5,876 5,068 5,713 5,709 5,743 6,097 6,016 34,346

※各月に職業訓練受講給付金の特例措置を適用した件数。

令和3年
2～3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和4年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 ７月 ８月 9月 令和４年度計

本人収入要件 0.0% 0.3% 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 0.9% 0.8% 0.8% 1.0% 1.1% 1.4% 1.2% 1.0% 1.4% 1.3% 1.3% 1.1% 1.5% 1.3%

世帯収入要件 0.0% 0.5% 2.9% 4.0% 3.7% 5.1% 5.3% 5.5% 6.1% 6.7% 5.4%

出席要件(やむを得な
い理由以外の欠席) 0.0% 3.2% 8.1% 8.3% 9.4% 9.8% 11.0% 11.5% 11.8% 11.8% 10.9%

出席要件（仕事のため
の欠席） 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%

訓練対象者の特例 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

〇 特例措置の適用件数

〇 訓練受講給付金支給件数に占める割合
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議論の観点議論の観点議論の観点

○求職者支援制度の特例の活用状況について、どのように考えるか。

○求職者支援制度の今後の在り方について、どのように考えるか。


